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「
百
年
安
心
」
の
年
金
制
度
及
び
「
老
後
に
年
金
で
は
二
〇
〇
〇
万
円
足
り
な
い
」
と
い
う
金
融
審
議
会
報
告

書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
の
年
金
制
度
改
革
で
は
「
百
年
安
心
プ
ラ
ン
」
と
し
て
（
一
）
上
限
を
固
定
し
た
上
で
の

保
険
料
の
引
き
上
げ
、
（
二
）
基
礎
年
金
国
庫
負
担
の
二
分
の
一
へ
の
引
き
上
げ
、
（
三
）
積
立
金
の
活
用
、
（
四
）
財
源

の
範
囲
内
で
給
付
水
準
を
自
動
調
整
す
る
仕
組
み
（
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
）
の
導
入
が
定
め
ら
れ
た
。

�

本
年
六
月
十
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
に
て
安
倍
総
理
は
年
金
の
「
百
年
安
心
」
に
つ
い
て
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

に
よ
っ
て
『
百
年
安
心
』
と
い
う
、
そ
う
い
う
年
金
制
度
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
」
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
も
発
動
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
い
わ
ば
『
百
年
安
心
』
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
確
保
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
百

年
安
心
」
と
は
年
金
制
度
が
百
年
間
持
続
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
年
金
の
保
険
料
を
支
払
っ
て
き
た
お
年
寄

り
が
百
歳
に
な
っ
て
も
年
金
で
経
済
的
に
安
心
し
て
生
活
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

�

安
倍
首
相
が
六
月
十
日
の
決
算
委
員
会
で
重
ね
て
述
べ
た
よ
う
に
年
金
制
度
が
今
で
も
「
百
年
安
心
」
で
あ
る
の
な
ら

ば
、
五
年
ご
と
に
行
う
財
政
検
証
の
結
果
を
六
月
中
に
公
開
し
て
「
安
心
の
年
金
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
べ
き
だ
が
、
政

府
の
見
解
如
何
。

一



二

「
低
所
得
者
の
家
計
に
過
重
な
負
担
を
か
け
な
い
」
観
点
か
ら
、
各
社
会
保
障
ご
と
の
制
度
単
位
で
は
な
く
家
計
全
体
を

ト
ー
タ
ル
に
捉
え
て
、
医
療
・
介
護
・
保
育
・
障
害
に
関
す
る
自
己
負
担
の
合
計
額
に
上
限
を
設
定
す
る
「
総
合
合
算
制

度
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
現
在
と
将
来
の
生
活
不
安
の
解
消
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
が
、
総
合
合
算
制
度
が
現
在
と
将
来

の
生
活
不
安
解
消
に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
は
正
し
い
か
。
ま
た
、
総
合
合
算
制
度
の
導
入
を
ぜ
ひ
検
討
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
検
討
し
な
い
理
由
が
あ
る
か
。

三

二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
の
「
年
金
百
年
安
心
プ
ラ
ン
」
の
約
束
で
は
、
そ
の
年
に
新
規
裁
定
と
な
る
厚
生
年
金
受

給
者
の
モ
デ
ル
年
金
受
給
額
は
現
役
世
代
の
平
均
収
入
の
五
十
％
を
超
え
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

�

本
年
度
に
新
規
裁
定
と
な
る
方
の
厚
生
年
金
は
、
四
十
年
間
厚
生
年
金
を
納
め
て
き
た
モ
デ
ル
世
帯
（
夫
が
働
き
、
妻

が
専
業
主
婦
の
世
帯
）
の
受
給
額
（
受
給
者
六
十
七
歳
以
下
）
で
毎
月
二
二
万
一
五
〇
四
円
、
年
間
合
計
で
二
六
五
万
八

〇
四
八
円
と
な
る
。
こ
れ
は
今
年
の
現
役
世
代
の
平
均
収
入
の
五
十
％
を
超
え
て
い
る
か
。

�

二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
の
「
年
金
百
年
安
心
プ
ラ
ン
」
の
約
束
通
り
に
、
新
規
裁
定
者
の
モ
デ
ル
受
給
額
は
二

一
〇
四
年
（
令
和
八
十
六
年
）
に
な
っ
て
も
現
役
世
代
の
平
均
収
入
の
五
十
％
を
超
え
る
額
に
な
る
か
。

�

金
融
庁
の
金
融
審
議
会
「
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
が
六
月
三
日
に
発
表
し
た
報
告
書
「
高
齢
社
会
に
お
け
る

二



資
産
形
成
・
管
理
」
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
「
公
的
年
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
整
さ
れ
て
い

く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
税
・
保
険
料
の
負
担
も
年
々
増
加
し
て
お
り
、
少
子
高
齢
化
を
踏
ま
え
る
と
、

今
後
も
こ
の
傾
向
は
一
層
強
ま
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
人
口
の
高
齢
化
と

少
子
化
に
と
も
な
っ
て
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
等
に
よ
り
年
金
受
給
額
の
伸
び
が
抑
え
ら
れ
て
、
モ
デ
ル
年
金
受
給
額

（
新
規
裁
定
者
）
も
現
役
世
代
の
平
均
年
収
の
五
十
％
を
割
り
込
む
こ
と
が
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
。

�

報
告
書
で
は
年
金
受
給
世
帯
の
「
毎
月
の
赤
字
が
五
万
円
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
発
動
に
よ
る

年
金
減
額
対
象
か
ら
、
少
な
く
と
も
ま
ず
は
基
礎
年
金
の
み
受
給
す
る
低
年
金
受
給
者
を
外
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
そ
の
他
の
対
象
者
も
、
総
合
合
算
制
度
な
ど
の
生
活
不
安
解
消
策
の
実
施
な
ど
行
わ
れ
な
い
限
り
、
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
に
よ
る
年
金
減
額
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

六
月
三
日
発
表
の
金
融
審
議
会
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
報
告
書
及
び
六
月
十
九
日
発
表
の
財
政
制
度
等
審
議
会
の

「
令
和
時
代
の
財
政
の
在
り
方
に
関
す
る
建
議
」
（
以
下
、
「
財
政
審
建
議
」
と
い
う
）
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

報
告
書
の
発
表
に
先
立
っ
て
本
年
四
月
十
二
日
の
金
融
審
議
会
「
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
で
は
「
老
後
は
年
金

の
他
に
一
五
〇
〇
万
円
か
ら
三
〇
〇
〇
万
円
の
生
活
費
が
必
要
」
と
す
る
金
融
庁
の
独
自
の
試
算
結
果
が
明
ら
か
に
さ
れ

三



た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
月
三
日
発
表
の
報
告
書
で
は
こ
の
試
算
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
「
老
後
に
年
金

で
は
三
〇
〇
〇
万
円
不
足
す
る
人
も
い
る
」
と
試
算
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

�

財
政
制
度
等
審
議
会
に
て
六
月
六
日
に
示
さ
れ
た
財
政
審
建
議
の
原
案
に
あ
っ
た
、
「
将
来
世
代
の
年
金
給
付
水
準
が

想
定
よ
り
低
く
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
」
「
自
助
努
力
を
促
し
て
い
く
観
点
も
重
要
」
な
ど
の
表
現
が
削
除
さ
れ
た
上

で
六
月
十
九
日
に
財
政
審
建
議
が
麻
生
財
務
大
臣
に
手
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
削
除
は
誰
の
指
示
に
よ
る
の
か
。
麻

生
財
務
相
は
報
告
書
発
表
前
に
こ
の
文
言
削
除
を
了
解
し
て
い
た
の
か
。
麻
生
財
務
相
は
財
政
審
建
議
を
受
け
取
っ
た

が
、
文
言
を
削
除
さ
せ
た
報
告
書
を
受
け
取
る
の
な
ら
、
金
融
庁
報
告
書
受
け
取
り
拒
否
と
事
実
上
変
わ
ら
な
い
と
考
え

る
が
政
府
の
見
解
如
何
。

五

六
月
十
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
の
質
疑
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
年
金
支
給
が
始
ま
る
六
十
五
歳
の
三
カ
月

前
に
年
金
請
求
書
が
受
給
予
定
者
に
届
く
が
、
今
年
四
月
か
ら
文
面
が
変
更
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
金
請
求
書
を
見
る
と
、

「
年
金
額
を
増
額
さ
せ
ま
す
か
？
」
な
ど
の
設
問
が
あ
り
、
「
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
両
方
の
繰
り
下
げ
（
六
十

六
歳
以
降
に
増
額
し
た
額
を
受
け
取
る
こ
と
）
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。
要
す
る
に
年
金
額
を
増
や
し
た
い
人
は
、
請
求
書
を
送
ら
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ

四



を
読
む
と
誰
で
も
増
額
さ
せ
た
い
と
思
う
の
が
ふ
つ
う
だ
。
し
か
も
提
出
不
要
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
多
く
の
人
が

「
提
出
不
要
」
を
選
ぶ
が
、
提
出
し
な
い
と
自
動
的
に
年
金
支
給
開
始
が
七
十
歳
か
ら
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
六
十
五
歳
か

ら
受
領
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
年
金
受
給
者
も
自
動
的
に
七
十
歳
受
給
開
始
に
な
っ
て
し
ま
う
。
問
題
が
生
じ
る
の
で
早
急

に
年
金
請
求
書
の
書
き
ぶ
り
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
見
解
如
何
。

六

本
年
六
月
十
四
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
て
、
麻
生
金
融
担
当
大
臣
は
自
身
が
い
く
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
か

把
握
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
自
分
自
身
の
年
金
受
給
額
を
把
握
し
て
い
な
い
麻
生
大
臣
に
は
、
自
分
自
身
や
国
民
の
老
後

の
収
支
や
資
産
形
成
、
資
産
管
理
を
本
気
で
考
え
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


